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  霞ヶ浦ウナギ再生特区によるカムバックウナギプロジェクト 
  
 
地域活性化（国家戦略特区） 

  担当大臣  新藤義孝  様 

                       ２０１３年９月５日 

                        認定 NPO 法人アサザ基金 

                         代表理事  飯島 博 
 
 本提案は、資源量が激減し今後の動向を世界が注目しているウナギの資源回
復を、国家戦略特区で提示されている「地域活性化の新たなモデル構築」や「
国、地方、民間の三位一体による規制改革」等のコンセプトに基づき、国内最
大のシラスウナギと天然ウナギの漁獲量を誇った霞ヶ浦において、社会イノベ
ーションによる生産性向上と地域の多様性を活かしたルール作りによって、絶
滅の危機にあるウナギを回復させることで、経済成長と環境保全と同時に実現
させるものです。 
 また、ウナギの求心力を活かした本プロジェクトは、従来とは次元の異なる
規制改革によって、地域に分布する多種多様な社会資源を縦割りの壁を越えた
新たな文脈（付加価値の連鎖）で繋ぎ、地域に潜在する資源を浮上させ経済成
長を引き起こす画期的な地域活性化モデルとなることが期待されます。同時に
、現在国民全体の関心を集めているウナギ資源の回復をテーマにすることで、
このような規制改革による価値創造的な取り組みへの国民の広範な共感と支持
を得ることが期待できます。このモデルの実現による波及効果は、国内のウナ
ギ関連産業のみならず、極めて大きなものになると考えられます。 
 
 
本提案では、以下の社会的経済的効果が期待されます。 
 
１．多様な主体の恊働により日本最大の天然ウナギ産地霞ヶ浦を再生すること
で、環境保全と経済振興が両立可能な先進モデルを構築することができ、その
成果を世界に発信することができます。 
 
２．絶滅の危機にあるウナギの回復には、スピード感のある取り組みが求めら
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れています。ウナギ資源の枯渇を防ぎ回復をさせることで、ウナギ生産加工業
（市場規模年間約１千〜２千億円）および関連産業の維持と振興をはかること
ができます。 
 
３．地域の多様性を活かしたルール作りを行うことで、漁業や工業、農業、行
政など地域の多様な分野が恊働する社会イノベーションを起こし各分野での生
産性を向上させることができます。 
 
４．余剰工業用水の有効活用により、農業用水の水質改善と生産コストの削減
など地域農産物の品質向上と競争力強化を図ることができます。 
 
５．ウナギ以外の魚種を含め漁業の再生による地域経済効果（年間１９０億円
〜３０８億円の漁業利益増）や雇用の創出効果が見込まれます。 
 
６．漁獲により期待される水質改善効果（茨城県水質保全計画等）を拡大する
ことで、霞ヶ浦の水質改善が見込まれ、国費による水質浄化事業費の削減をは
かることができます。 
 
７．世界的に減少しているウナギの資源回復を実現することで、日本のブラン
ド力を強化することが期待できます。 
 
８．国民の関心を集めているウナギ資源の回復をテーマとする規制改革を実施
しすることで、国家戦略特区への国民からの共感と理解を得ることができます
。 
 
 
具体的な提案内容 
 
1. 霞ヶ浦と海（利根川下流）との間に設置されている常陸川水門（逆水門

）の柔軟な運用を実現し、ウナギの湖への移動を可能とすることで、湖
および流域でウナギが生息できる環境を整え、ウナギ等有用魚種の資源
回復をはかる。 

 
 １９７３年以来、海から霞ヶ浦への魚類の移動を遮断している逆水門の操作
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を見直し、流域に塩害が生じない範囲での水門の柔軟な開放を行い、シラスウ
ナギなどの魚類の湖への移動やヤマトシジミの生息を可能とします。 

 シラスウナギは塩水楔といわれる比重の異なる海水と淡水の境界面に乗って
海側から湖へと河川中央部を移動します。この塩水楔の移動を観測し、逆水門
の中央部のゲートのみを一時的に開放します。これにより、海水の湖への進入
をできるだけ抑えながら、シラスウナギを湖へと導きます。（現在、逆水門に
は魚道が設置されていますが、岸側に設置されているためシラスウナギは利用
できません。そのため、シラスウナギは対象外となっています。） 

 この方法によって効果が期待できるものは、他にヤマトシジミやスズキ、マ
ハゼなどいずれも経済効果が高い魚種です。この柔軟運用案は、土浦市議会な
どの地元議会や茨城県市議会議長会等において全会一致で採択されています。 

 この提案を、「地域の多様性を活かしたルール作り」や「地域の多様な分野
が恊働する社会イノベーション」によって実現させます。 
 
想定される実施主体：国（国交省・農水省・経産省・厚労省・環境省など）、
茨城県、流域自治体、漁業協同組合、NPO 法人アサザ基金等 
 
必要な規制改革等 

・現行では霞ヶ浦の水の利活用目的（完全淡水と利水のみ）がきわめて限定的
であり、有効利用による莫大な効果（ウナギ資源の保護やウナギ関連産業に
よる経済効果など）を全く得られていない。そこで高度な水利用による利益
最大化と安定的な水利用の両立を図るために必要な規制改革の実施が必要で
ある。 

 
２．余剰工業用水を下流側の農業用水として有効に活用することで、柔軟運用
の安全度を高めると同時に、下流地域の塩害防止の強化をはかります。地域の
多様性を活かしたルール作りにより、工業や農業、漁業の生産性を向上させま
す。 
 
 逆水門の柔軟運用を実現する上で、課題となるのは下流域の農地に水供給し
ている鹿島南部農業用水への塩害対策です。鹿島南部農業用水の取水口は、逆
水門の上流わずか８００m の地点にあるため、従来から塩害の不安が絶えませ
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ん。現行の逆水門操作でも取水口付近での塩分濃度が高くなることが多くなっ
ています。また、取水口が湖の最下流にあるため懸濁物質が多く水質が悪いた
め、農業用水の活用先であるハウス栽培で灌水設備の目詰まりなどの悪影響も
生じています。 

 わたしたちは、鹿島南部農業用水の取水について、現在の塩害が生じやすい
場所からの取水を止めて、湖の上流から取水をしている鹿島工業用水路からの
余剰水の取水に転換することを提案しています（図１）。 

 鹿島工業用水路は、鹿島南部農業用水の水路と同じ国道１２４号線沿いに並
行して敷設されていますので、国道内の地下で同工業用水路と同農業用水をパ
イプで連結すれば、余剰工業用水を農業用水路へと送水することができます。 

鹿島工業用水の余剰水は日量３５万トンにもなり、その有効活用が課題となっ
ています。また、鹿島工業用水の取水口は北浦の中上流にあるので塩害の心配
はありません。また、懸濁物質も少なく水質も下流域より良いので現在利用し
ているものよりも良質の農業用水を下流の農地に送ることができます。 
 

 
   
 

図１ 
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鹿島南部農業用水の霞ヶ浦からの取水量は最大で日量６万トンなので、余剰工
業用水（日量３５万トン）の一部を農業用水路に送水すれば十分に足ります。 

 構造的な塩害のリスクを負わされていた鹿島南部農業用水の取水を、現地点
（最下流）から鹿島工業用水路（上流で取水）へと移動することができれば、
農業にも大きなメリットがあります。さらに、工業用水路と農業用水路をつな
ぐ工事も、同じ国道沿いにあるため小規模で済み用地買収なども必要ありませ
ん。もちろん余剰水の有効活用にもなります。 

 上記の提案を実現するためには、余剰工業用水を企業が土地改良区や農家に
転売することができる特区（地域の多様性を活かしたルール作り）の指定が必
要です。 
 
想定される実施主体：国（国交省・農水省・経産省・厚労省・環境省など）、
茨城県、流域自治体、漁業者、鹿島南部用水利水者、土地改良区、鹿島工業用
水受水企業、NPO 法人アサザ基金等 
 
必要な規制改革等 

・もともと海と川を結んでいた霞ヶ浦の持つ機能を復活させるため、水利用全
体が効果的に運用できるように規制を変更する必要がある。たとえば、本提案
事項の実現のためには工業用水の余剰水を農業用水として利用することから、
工業用水事業法など関連法やそれに基づく地方自治体の規則等を合わせて見直
す必要がある。水資源開発時に定められた水資源の転用（本提案の場合は、工
業用水から農業用水へ）認可を得る必要があるが、このような転用は前例がな
くハードルが高い。そこで特区により規制緩和を図る。特区により現行水需要
や洪水等災害予測を金科玉条とする規制体制を合理化するために一旦サスペン
ドすることで、余剰水の有効活用や資源化が可能となる。 
 
 
3. 霞ヶ浦流域でのウナギ生息地の保全と再生を、高付加価値の米作りで実現す
るビジネスモデルの推進。 
 
 国内第二位の大きさを誇る霞ヶ浦は、湖面積が約２２０㎢、流域面積はその
約１０倍あります。霞ヶ浦の特徴のひとつは大型の流入河川が無いということ
です。５６本ある流入河川はいずれも中小河川で支流に谷津田と呼ばれる樹枝
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状の谷状の水源地を持っています。霞ヶ浦流域にはこの谷津田が非常に多く、
流域のほぼ全体をネットワーク状に被っています。 

 霞ヶ浦がウナギの一大生息地であった理由のひとつは、広大な流域に広がる
谷津田のネットワークがあったと考えられます。実際に、住民へのアンケート
調査によっても谷津田の小川や池などでウナギを捕ったという情報が数多く集
まっています。 

 しかし、この谷津田も近年耕作放棄地が目立ち荒廃しつつあります。アサザ
基金では、これまで５社の大手企業や３社の地元酒造会社等と恊働で１０箇所
の谷津田で耕作放棄地を再生して無農薬の米作りを行い地元酒造会社で地酒を
造ってきました。これらの取り組みは、環境省等による第一回生物多様性日本
アワードグランプリを受賞しています。 

 このような地酒をブランド化して、流域にある他の酒造会社とも連携して生
産拡大をしていくことができれば、荒廃が進む霞ヶ浦の水源地（谷津田）の再
生を流域全体に広げていくこともでき、広大な流域全体をウナギ生息地にする
ことができます。同時に、水源地（谷津田）の再生は、朱鷺の野生復帰の受け
皿となることも期待されています。 

 霞ヶ浦流域の水源地における高付加価値の米作りの普及や、流域に数多くあ
る中小の酒造会社との連携による地酒のブランド化などによる生産性の向上や
販路の拡大（海外も含む）が見込まれます。また、同時に、水源地荒廃への対
策費用（歳出）を削減することができます。 

 このような谷津田再生の動きを加速させ広域に事業展開するためには、農業
参入の規制等（農地の取得や耕作権賃貸の簡素化など）を緩和し、ビジネスと
しても成り立つ水源地保全型であり環境再生型農業に企業等が参入しやすい魅
力的な体制づくりの促進などが可能となる特区の指定が有効です。 
 
想定される実施主体：参入企業や地域の非農家の組合、酒造組合、居酒屋チェ
ーン店、スーパーなど  NPO 法人アサザ基金 
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これらの提案によって期待される経済効果と社会効果について 
 
 アサザ基金が提案している逆水門柔軟運用等が及ぼす経済的な効果について
は、２００３年に UFJ 総研（当時）が算出をしています。短期的には毎年１９
３億円、長期的には毎年３０８億円の漁業者利益増が見込めるという試算です
。その中で、短期予測でウナギは毎年４６１トン、ヤマトシジミは２５１６ト
ンの漁獲が見込まれています。その他、マハゼやスズキなどの魚種が湖に戻っ
て来れば、漁業の活性化のみならず、加工業や小売業、観光業などへの経済波
及効果が、地域に何倍にもなってかえってきます。 

 同時に、漁業の再生は漁獲による「魚体に含まれる窒素やリンの取り出し効
果」で、霞ヶ浦の水質改善にもつながります。提案実現時に予想される総漁獲
量に対して魚体に含まれる窒素とリンの割合を単純にあてはめると、毎年窒素
が約３１０トン、リンが約６２トン、湖から取り出す（浄化）することができ
ると同時に３０８億円の経済利益が生まれます。 

 これを、湖内の底泥に含まれる窒素とリンを湖外に取り出す底泥浚渫事業と
比較すると、同事業では年間約９５億円を使って窒素が約４４トン、リンが約
４．５トンとなります。 

 このように、アサザ基金が提案する霞ヶ浦ウナギ再生特区を設置することで
、漁業や農業、酒造などの地場産業、大手企業の CSR 等を活性化することが
でき、ウナギ産地復活をとおしたブランド力の強化による地域経済の振興を実
現することができ、長年の課題である霞ヶ浦の水質浄化にも民間活力を活用し
た手法を導入することで、大きな水質改善効果と同時に歳出削減をはかること
もできます。 

 これらの提案の実現には、関係する多様な省庁間の規制の壁を越えて、合理
的効果的に問題や課題に取り組むことができる場（特区）が是非とも必要です
。 

 このような提案によって、多様な主体の恊働が生まれ民間の創意工夫が生か
されて、ウナギの資源回復を実現することが、原発事故以降に失われた日本の
ブランドを取り戻す一端になるものと考えます。 

 わたしたちの提案について、ご検討いただくようお願いします。 
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連絡先  認定 NPO 法人アサザ基金事務所   
      
     電話 ０２９−８７１−７１６６ FAX ０２９−８０１−６６７７ 

     〒３００−１２２２ 牛久市南 ３−４−２１ 

     メールアドレス asaza@jcom.home.ne.jp 
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	霞ヶ浦流域の水源地における高付加価値の米作りの普及や、流域に数多くある中小の酒造会社との連携による地酒のブランド化などによる生産性の向上や販路の拡大（海外も含む）が見込まれます。また、同時に、水源地荒廃への対策費用（歳出）を削減することができます。
	このような谷津田再生の動きを加速させ広域に事業展開するためには、農業参入の規制等（農地の取得や耕作権賃貸の簡素化など）を緩和し、ビジネスとしても成り立つ水源地保全型であり環境再生型農業に企業等が参入しやすい魅力的な体制づくりの促進などが可能となる特区の指定が有効です。
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